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２０２３年５⽉発⾏ （春号） 

 

 

 

 

四国地⽅整備局営繕部 保全指導・監督室 

 

 

 

「令和４年度四国地区官庁施設保全連絡会議」を四国４県にて開催しました。各会議の後半 

には現地実施を行い、実際に会場の庁舎を回り、支障がない状態の確認方法を説明しました。 

WEB にてライブ配信の試行を行い、会場の方や WEB 参加の方にもご覧いただきました。 

令和４年度は８２官署、計１０２名の方にご参加いただきました。 

ご多用のところご参加いただき、ありがとうございました。 

 

■開催日時及び出席者数 

高知 １１月 ８日 出席者数 ２０名（対面１７名、WEB ３名）官署数１７ 

愛媛 １１月２１日 出席者数 １７名（対面１５名、WEB ２名）官署数１４ 

香川 １１月３０日 出席者数 ４９名（対面２３名、WEB２６名）官署数３８ 

徳島 １２月 ７日 出席者数 １６名（対面１２名、WEB ４名）官署数１３ 

          計 出席者数１０２名（対面６７名、WEB３５名）官署数８２ 
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１.令和４年度四国地区官庁施設保全連絡会議の開催結果 
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また、アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。 

紹介する意見は一例ですが、ご意見を踏まえ令和５年度以降の保全連絡会議を検討していきます。 

■主なご意見 

・現地実習のライブ配信とてもありがたかったです。 

・現地実習について、とてもイメージがしやすく参考になりました。  

・経験値等が必要だと思うので、定期的な教養の場等を提供してほしい。 

・根拠法令により、点検項目、点検周期が異なり、また、点検項目が多いため、事務を 

行う上で煩わしいと感じています。このような会議の機会があり大変助かっています。 

 

 

各省各庁の施設保全をご担当の皆様には、令和４年度の保全実態調査にご協力いただき、

ありがとうございました。保全実態調査は、国家機関の建築物等の保全の実態を把握し適正

な保全を実施することを目的とした調査で、官公庁施設の建設等に関する法律に基づき、すべ

ての国家機関の建築物等に対して実施しています。今回は、四国地方整備局管内の保全実

態調査について報告します。 

 

■ 四国４県の官公法及び建築基準法に基づく定期点検の実施状況 

点検周期について建築物は３年以内毎ですが、昇降機、建築設備は毎年点検する必要があり

ますので、ご注意下さい。 

 
全体(庁舎、宿舎等) 

敷地及び構造 昇降機 建築設備 

点検等対象 

施設数[A] 

426 

（428） 

107 

（107） 

421 

（424） 

うち点検等 

実施数[B] 

426 

（428） 

107 

（107） 

419 

（424） 

実施率%[B/A] 
100.00% 

（100.00%） 

100.00% 

（100.00%） 

99.53% 

（100.00%） 

未実施数 
0 

（0） 

0 

（0） 

2 

（0） 

※表中の（ ）内の数値は昨年度を示す。庁舎は 200m2 以下、宿舎は 100m2 以下の施設を除く。 

 

■ 四国４県の中長期保全計画の作成・更新状況 

中長期保全計画は、５年以内ごとに見直しを行うほか、大規模な修繕が行われた後やその

必要があるときは見直ししてください。 

 

 全体(庁舎、 

宿舎等) 
 

全体(庁舎、 

宿舎等) 

作成対象 

施設数[A] 

504 

（507） 

更新対象 

施設数[A] 
502 

作成完了 

施設数[B] 

504 

（507） 

更新完了 

施設数[B] 
488 

２. 令和４年度保全実態調査の結果報告（四国版） 
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作成率%[B/A] 
100.00% 

（100.00%） 
更新率%[B/A] 97.21% 

未作成 

施設数 

0 

（0） 

 未更新 

施設数 
14 

※表中の（ ）内の数値は昨年度を示す。 

■ 四国４県の点検記録の作成・更新状況 

 

 全体(庁舎、 

宿舎等) 
 

全体(庁舎、 

宿舎等) 

作成対象 

施設数[A] 
504 

更新対象 

施設数[A] 
502 

作成完了 

施設数[B] 
504 

更新完了 

施設数[B] 
498 

作成率%[B/A] 100.00% 更新率%[B/A] 99.2% 

未作成 

施設数 
0 

 未更新 

施設数 
4 

※庁舎は 200m2 以下、宿舎は 100m2 以下の施設を除く。 

 

■ 四国４県の修繕履歴の作成・更新状況 

 

 全体(庁舎、 

宿舎等) 
 

全体(庁舎、 

宿舎等) 

作成対象 

施設数[A] 
504 

更新対象 

施設数[A] 
502 

作成完了 

施設数[B] 
504 

更新完了 

施設数[B] 
498 

作成率%[B/A] 100.00% 更新率%[B/A] 99.2% 

未作成 

施設数 
0 

 未更新 

施設数 
4 

※庁舎は 200m2 以下、宿舎は 100m2 以下の施設を除く。 

 

各施設の個別施設計画（「中長期保全計画」、「保全台帳（点検や修繕履歴等を記録する台

帳）」）については、各府省で策定するインフラ長寿命化計画（行動計画）で設定した目標年度

内に更新できるよう取組を更に進めることが必要です。 
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■ 四国４県の総評点 

「B：概ね良好」とされた施設においては、「保全の体制・計画」の評点が低い結果となっていま

す。保全体制、保全計画、記録等の整備は、その必要性が浸透しているといえますが、まだ未

整備の施設があります。メンテナンスサイクルを確立するため、引き続き着実に取り組む必要

があります。施設の状況は、特に外壁の状況、家具の転倒防止対策、漏水の状況、設備機器

の状態について改善が必要な施設が多数見受けられます。安全性の確保に関する対策を優

先して、引き続き施設状況の改善に努める必要があります。 

 

区  分 

全体(庁舎、宿舎等) 

(全体) 

「A：良好」と 

された施設 

 

総評点が 

80 点以上 

「B：概ね良

好」 

とされた施

設 

 

総評点が 

60 点以上 

80 点未満 

C：「要努

力」 

とされた施

設 

 

総評点が 

40 点以上 

60 点未満 

「D：要改

善」 

とされた施

設 

 

総評点が 

40 点未満 

 該当施設数 504 499 5 0 0 

 該当施設数（割合）   99.01% 0.99% 0.00% 0.00% 

評価項

目別平

均点 

①保全の体制・計画 99.05 99.28 60     

②点検等の実施状況 99.56 99.55 94.28     

③施設の状況 91.71 91.82 72.5     

総評点の平均（①～③の平均） 96.76 96.97 75.62     

 

 
 

令和４年度の全国の保全実態調査結果を分析・評価したものとして「国家機関の建築物等の 

保全の現況」を国土交通省ホームページで公表しておりますのでご覧ください。 

ホーム>政策・仕事>官庁営繕>官庁施設の保全>国家機関の建築物等の保全の現況 

https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk3_000005.html 

保全パンフレット「施設保全責任者のための官庁施設の保全」、「国家機関の建築物等の点

検」、「支障がない状態の確認」を令和５年版に更新し、国土交通省ホームページで公表してお

りますのでご覧ください。 

ホーム>政策・仕事>官庁営繕>官庁施設の保全 右側各種パンフレット 

https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000046.html 

 

 

 

 

 

３. 「国家機関の建築物等の保全の現況（令和５年３月）」の公表、 

「保全パンフレット」の更新 
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保全の実態を把握するため、令和５年度保全実態調査を下記日程で実施しますのでご協力を 

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIMMS-N で報告後に修正等ございましたら保全指導・監督室までご連絡ください。 

調査内容を確認の上、保全実地指導対象となる施設を決めますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

官庁施設情報管理システム(ＢＩＭＭＳ－Ｎ)

操作説明会を６月に開催予定です。 

今後、各官署あてに関係資料を送付すると

ともに、説明を希望される官署には、対面式

及び WEB 会議システムを利用しての対応を

予定しております。 

 

 

 

 

◇建築基準法施行令の一部を改正する政令（政令第三四号）（国土交通省）抜粋 

 ２ 建築物の維持保全に関する計画の作成等を要する建築物等の範囲の拡大 

㈠  建築物の維持保全に関する計画の作成等を要する建築物の範囲を、事務所等の用途 

に供する建築物（特殊建築物を除く。）のうち階数が３以上で延べ面積が２００平方メートル 

を超えるものとすることとした。（第一三条の三第二項関係） 

 ㈡ 特定行政庁による勧告の対象となる建築物の範囲を、事務所等の用途に供する 

建築物（建築基準法（以下「法」という。）第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。）のうち 

階数が３以上で延べ面積が２００平方メートルを超えるものとすることとした。 

（第一四条の二第二号関係） 

 

 

 

 

４.令和５年度保全実態調査（ご協力のお願い） 

５. 官庁施設情報管理システム(ＢＩＭＭＳ－Ｎ)操作説明会 

６. 建築基準法施行令の一部改正（令和 5 年 2 月 10 日政令第 34 号 令和 5 年 4 月 1 日から施行） 

令和５年度の保全実態調査 
 

■調査方法 官庁施設情報管理システム(ＢＩＭＭＳ－Ｎ)（https://bimms-n.mlit.go.jp/）に 
アクセスし、調査票に入力 

 
■調査票入力期間 
 

第１グループ (裁判所、内閣府、法務省、国土交通省、環境省、防衛省) 
  令和５年５月２２日（月）から７月２８日（金） 
 

第２グループ (総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省) 
  令和５年６月５日（月）から８月１０日（木） 
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「令和５年度建築保全業務労務単価」について令和４年１２月９日に公表されましたが、 

昨今の賃金動向を適切に反映するため、令和５年２月１４日に見直しが行われています。 

リンク先：国土交通省ホームページ(建築保全業務労務単価) 

https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001587608.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設概要 

入居官署：今治海上保安部、今治税関出張所、今治海事事務所 

所在地 ：愛媛県今治市片原町 1-3-2 

敷地面積：2,599.96 ㎡ 

構造規模：鉄筋コンクリート造３階建て 

建築面積：972.16 ㎡ 

延床面積：2,590.55 ㎡ 

設計コンセプト 

・今治市みなと再生事業に配慮した施設づくり 

建設地は「今治市みなと再生事業」の計画範囲であり、周辺建物との調和及び市街地側だけでなく、海

側からの景観形成にも配慮した施設としています。 

門扉や塀を設けないなど「海のコンコース」との連続性や港湾地区で行われるイベントに配慮した外構

計画としています。 

 

 

 

 

建築保全業務労務単価 地区：香川(四国) (単位：円/日)

単価
対前年
度比

単価
対前年
度比

単価
対前年
度比

単価
対前年
度比

単価
対前年
度比

単価
対前年
度比

平成31年度 20,800 19,800 21,200 17,400 16,700 14,400

令和2年度 21,500 1.034 20,400 1.030 21,900 1.033 17,900 1.029 17,200 1.030 14,900 1.035

令和3年度 21,900 1.019 20,700 1.015 22,300 1.018 18,200 1.017 17,500 1.017 15,100 1.013

令和4年度 23,000 1.050 21,800 1.053 23,400 1.049 19,200 1.055 18,400 1.051 15,900 1.053

令和5年度 24,000 1.043 22,700 1.041 24,400 1.043 20,100 1.047 19,200 1.043 16,600 1.044

単価
対前年
度比

単価
対前年
度比

単価
対前年
度比

単価
対前年
度比

単価
対前年
度比

単価
対前年
度比

平成31年度 11,600 9,300 8,400 14,200 12,100 10,700

令和2年度 12,100 1.043 9,700 1.043 8,800 1.048 14,700 1.035 12,500 1.033 11,100 1.037

令和3年度 12,300 1.017 9,900 1.021 9,000 1.023 15,000 1.020 12,800 1.024 11,300 1.018

令和4年度 12,900 1.049 10,400 1.051 9,400 1.044 15,600 1.040 13,300 1.039 11,800 1.044

令和5年度 13,900 1.078 11,100 1.067 10,100 1.074 16,300 1.045 13,900 1.045 12,300 1.042

清掃員日割基礎単価

保全技師・保全技術員等日割基礎単価

警備員日割基礎単価
清掃員Ａ 清掃員Ｂ 清掃員Ｃ 警備員Ａ 警備員Ｂ 警備員Ｃ

保全技師Ⅰ 保全技師Ⅱ 保全技師Ⅲ 保全技師補 保全技術員 保全技術員補

７. 令和５年度建築保全業務労務単価 

８. トピック「今治港湾合同庁舎」の完成 

建築保全業務労務単価 

建築保全業務労務単価は、国土交通省官庁営繕部が毎年度実施している建築保全業務

労務費の調査に基づいて作成しています。 

本単価は、各省各庁の施設管理者が、建築保全業務共通仕様書を適用する業務に関し、

建築保全業務積算基準及び建築保全業務積算要領により官庁施設の建築保全業務に係る

費用における直接人件費を積算するための参考単価です。 

また、本単価は積算要領に掲げる技術者区分に応じて作成しています。 
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・敷地条件に配慮した施設づくり 

1 階を津波浸水想定深さより高い位置に設定することで、災害応急対策活動に支障を及ぼさないように

配慮しています。 

屋上に一時的に避難できるスペースの確保、マンホールトイレの設置が可能となる施設整備など地域

の防災に貢献した施設としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁舎西側完成写真                    庁舎北側完成写真 

 

 

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞「保全レター四国」事務局 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

○ 「保全レター四国」の配信中止・配信先変更のご希望等がありましたら、事務局までご連絡頂き 

ますようお願いします。 

   また、所掌の関係施設がございましたら適宜転送していただければ幸いです。 

 ○ 保全について、建物の不具合など困りごとやご質問等がございましたら遠慮なくお知らせください。 

 ○ 保全レターのバックナンバーは https://www.skr.mlit.go.jp/eizen/facility/hozenletter_back.html に 

  掲載しております。 

 ○ この保全レターは不定期に配信しています。 

 国土交通省四国地方整備局営繕部保全指導・監督室 

〒760-8554 

  香川県高松市サンポート 3-33 高松サンポート合同庁舎（北館）13 階 

  TEL  087-851-8061       FAX  087-811-8436 

  担当 中村（内線 5517）  久保（内線 5529） 

  E-mail skr-hozenkan@mlit.go.jp 

 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 


